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■研究発表論文

バンコク郊外住宅地域における分譲住宅団地内緑地の

整備実態
Distribution. Amount and lnstitutional Backgrounds of Green Spaces Prepared within Subdivisions in the

Urban Fringe of Bangkok

星越明日香*　原　　祐二*　岡安　智生**　鹿野　陽子**　武内　和彦**

Asuka HOSHLKOSHZ Yuji HARA Tomoo OKAYASU Yoho KANO

Kazuhiko TAKEUCHZ

Abstract : In theurban-rural fringe areas of numerous large Southeast Asian cities, residentialdist,rict,s arLe facing serious

environmentalproblems due to a lack of proper land-use plans and urban greenery management schemes. The preparation of green

spaces is essential for the amelioration of many residentsl livlng environments. Despite this, the spatial and functionalconditions

of residential green spaces are vague in particular; green spaces inside dominant gated subdivisions have been rarely examined. For

this study, We focused on green spaces prepared within subdivisions in the urban fringes of Bangkok, Thailand and examined

spatial distribution, quantity and institutional backgrounds of these green spaces. We found that legal obligations to a housing

developers and rising market demands for the preparation of green spaces have a strong influence on the currently increasing

number of in-subdivision green spaces. We pr･opose that it is necessary to more strictly implement a legal framework to allocate

in-subdivision green spaces, as well as to develop comprehensive management schemes in dealing with both in- and out-subdivision

green SpaCeS･
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1.研究の背景と目的

アジア大都市においては,経済成長にともなう人口の社会増加

により,郊外に低密な住宅地域が拡大している1)｡スプロール開

発が進む地域では,社会基盤未整備のままの都市的土地利用の拡

大2),既存農地の荒廃3),さらには都市農村間の社会的･空間的

分断4)が生じやすい｡こうした課題を解決するためには,周辺環

境と調和的な住宅地整備を通じ,生活圏居住環境の改善をはかる

必要がある5)0

良好な居住環境を形成していくためには,住宅地内における
``身近な緑''の永続的･長期的確保が重要である6)｡日本の都市

郊外住宅地を対象とした多くの既往研究が,社寺林7),近隣の公

園8),街路樹9),住宅街の生垣ID)など蚤,事例としてとりあげて

いる｡そうした緑は,都市化以前の農村由来のもの,区画整理な

ど都市計画事業を通じて創出されたもの,住民の自助により整備

されたものなど,それぞれが特徴的な利用･所有史を持つといえ

る｡身近な線に対する個別の整備指針に加え,郊外住宅地の異な

る成因による多様な緑を集合体としてとらえ,包括的な緑地整備

を進めることで,居住環境の向上を目指していく必要がある11)0

しかしながら,束南アジア各都市における住宅地は,開発プロ

セス･土地利用パターンが,日本のそれとは根本的に異なる土地

所有の集中を背景としで2)成立してきた大区画農地の一括転用に

よる, "囲都住宅団地"が優占する13)･14).このような大規模囲郭

住宅団地では,分譲地の周囲に塀を設置して団地内外の境界を明

らかにすることが行われている｡すなわち,幹線道路との結節点

には門衛が立ち,住民･関係者以外の立ち入り制限が常態化して

いるのである｡こうした都市開発様式を扱う事例研究の多くは,

都市社会学･開発経済学の立場から都市農村混在にともなう地域

の社会文化的変容を論じたものであり15)～17),詳細な空間変化を地

図投影した研究は少ない｡また,東南アジア大都市における住宅

地の緑地に注目した研究としては,マニラ首都圏郊外住宅地の緑

地の空間分布を現地調査し,樹木生物量が分譲住宅団地内の空地

に集中することを明らかにしたもの18)があるが,緑地の空間分布,

所有･管理者属性,緑地担保制度などを包括的に論じた研究は,

未だない｡そもそも熱帯都市においては,居住者が緑地に対して

期待する機能自体が, "近代"緑地計画論を育んだ母胎である温

帯都市のそれとは異なる可能性もある19)ため,まずは東南アジア

各都市の郊外住宅地における事例研究を通じた住宅地緑地の空間

分布,所有形態,整備運用制度などに関する知見の蓄積を急務と

し,その上で,日本やその他地域で蓄積されてきた住宅地の緑地

整備手法のうち,東南アジア都市でも普遍的に応用可能なものと,

そうでないものとを分類するなどして計画論的議論を深めていく

必要がある｡

そこで本研究では,タイ王国･バンコク都の郊外住宅地域を対

象として,緑地の整備状況を空間明示的に明らかにすることを試

み,その存在根拠となる基幹法制度の内容と運用実態を把握する

ことを目的とした｡具体的には,バンコク都郊外で支配的な宅地

開発形態であり,バンコク都全体の家屋供給の60%を占めると

いわれる分譲住宅団地開発14)によって整備された団地内の緑地に

着目して,その面的変遷の空間解析と,団地開発にともなって創

出される緑地に関わる法的な根拠の把握を行った｡なお,バンコ

ク都における分譲住宅団地とは,低層アパート,棟割長屋,一戸

建てといった家屋を単一群または組み合わせた住宅群として設置

したものである｡ 1959年に住宅建設のための土地の私有化(革

命団布告第49号土地の私有に関する要綱)が認められて以来,

家屋供給のもっとも大きなリソースとなっている14)0

2.研究対象とする分譲住宅団地

(1)バンコク都およびサイマイ区の概要

本研究では,バンコク都(Krungthep Mahanakhon: Bang-

kok Metropolitan Administration) ･サイマイ区(Khet
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Saimai)に立地する分譲住宅団地を研究対象とした｡

バンコク都は,内務省管轄の地方行政団体の一つである｡内務

省管轄のもとには県(changwat)があるが,現在, ｢バンコク

都｣とされる地域は, 1971年にタイ政府がバンコク県とトンブ

リ県を合併した首都行政体｢クルンテープ･トンブリ府

(Nakhonluwongt Krungthep Thonburi) ｣を72年に革命団布告

335号で｢バンコク都(Krungthep Ma血anakhon)｣とした範囲

に該当する｡その後, 1975年にバンコク都政合が制定, 81年に

修正され, 85年に新バンコク都政令が施行された｡現在,バン

コク都は50の区(khet)に分けられ,各区には区役所がある｡

バンコク都の昼間人口は1000万人とされており20),タイ全土の

人口の1割超がバンコク都に集中している21)0

本研究の調査対象地サイマイ区は,バンコク都北東部に位置す

る(図-1)｡バンコク都北東部は,大規模な分譲住宅団地の開

発が進行している開発前線地帯である22)｡サイマイ区は,面積44

k血　2006年時点の人口はおよそ16万人であり,バンコク都都市

計画マスタープラン(1999-2004)では,低層建築物の建築を認

める地域と指定されている｡

サイマイ区

タイ湾

図一1　バンコク都全図
バンコク都ならびにサイマイ区,現況都市公園を示す｡

(2)分譲住宅団地
バンコク都郊外の分譲住宅団地は,低層アパート,株制長屋,

一戸建てといった家屋を単一あるいは組み合わせて住宅群として

設置しており,幹線道路の伸長にともなって郊外部の農地を埋め

立てて開発が行われる｡敷地の周囲には塀を設置し,団地内外の

境界を明らかにする｡幹線道路との結節点には門衛が立ち,住民･

関係者以外の立ち入り制限を行っている｡そのため,外部と遮断

された排他的な空間構造となっている｡例えば,図-2で示した

分譲住宅団地内部は,直線的な道路が整備され,家屋形態ごとの

空間配置や汚水処理設備の設置などが計画的に行われている｡し

かしながら,周辺地区と達担した開発ができておらず,周辺地区

と調和のとれた総合的配置計画の必要性が指摘されている14)｡
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3.研究方法

( 1 )分譲住宅団地内の緑地設置の法的根拠把握手法

タイ王国ならびにバンコク都の土地開発制度に関わる法的規制

を整理して,バンコク都における分譲住宅団地内の緑地(以下,

団地内緑地)の設置に関する法的背景を把握した｡法規文書はそ

れぞれ英訳したものを資料として使用し,現地の大学研究者なら

びに行政官から緑地に関する内容の繍足解説を受けた｡

まず,タイ王国の土地開発制度として｢都市計画法(1975)｣

ならびに｢建築基準法(1979)｣, ｢革命団布告第286号土地の分

筆に関する要綱(1972)｣の概要を整理し,そこから分譲住宅団

地開発に特に関わるものとして土地の分筆に関する要綱を選択し,

その中で規定されている団地内緑地の設置に関する項目を把握し

た｡また,土地利用計画についてはバンコク都都市計画マスター

プラン(1999-2004 :土地利用計画,交通計画,緑地計画により

構成される)を参照した｡

それぞれの開発事業における上記制度の反映状況については,

タイ王国内務省土地局トゥアントーン･とリモンゴンヴィチャヤー

氏,バンコク都都市計画局エーカシット･ナ･アユダヤ-氏およ

びオラビム･ピンチャロエン氏に聞き取り調査(於:内務省

2006年3月,於:バンコク都庁05年8月および06年8月)香

行った｡聞き取り調査では英語を使用した｡

(2)団地開発および団地内緑地の供用状況の把握手法

対象地における団地開発の変遷と,団地内緑地の量と質を把握

するため,まず,バンコク都庁1998年発行の1 :4000都市計画

基本図を300dpiでスキャンしたo　そのラスタイメージに,

ERDAS IMAGINE8.7を使用して緯度経度情報を付加した｡そ

の後, ArcGIS 9.0上にエクスポートし, 1998年当時の分譲住宅

団地の範囲および分譲住宅団地内部に一定面積を有する空地を,

150m2を最小単位としてポリゴンにて抽出･製図した｡その際,

タイ王国陸軍測量局より購入した1998年撮影1 : 6000の空中写

真を判読補強材料として使用した｡次に,同様にタイ王国陸軍測

量局より入手した1967年(1:50000), 79年(1:15000), 87

年(1:20000), 95年(1:20000)の空中写真を判読し,団地

の建設年代を特定した｡

その後, 2006年8月から9月にかけ,タイ王国チュラロンコ

ン大学建築学部ランドスケープアーキテクチュア学科講師ダナイ･

サイタク博士ならびにカセサート大学建築学部学生の協力･同行

を得て, 20日間の現地確認踏査を行い,地図･空中写真では明

瞭に判読できなかった各団地内の家屋形態:庭付善一戸建て(図

2C:専有庭をもつ),庭なし一戸建て(図2d:専有庭はないが,

通路との境界に植栽地がある),棟割長屋(図2e),低層アパー

ト(図2f),緑地の共用状況について確認したo　これらのデータ

をもとに, (i)団地開発の件数と開発面横の変遷, (ii)団地内緑

地面積の変遷について解析した｡

また,現地踏査の際には,団地竣工後の緑地の改変(建造物な

どによる建蔽)事例の有無も調査した｡さらには協力を得られた

現地デベロッパーであるSANSIRI社ならびにLandscape Ar-

chitecture社の合計2杜に対し,団地内緑地の設置に対する認識,

緑地デザインの選定理由,団地内緑地に関わる制度への対応につ

いて聞き取り調査を行い,空間解析の補強材料とした(於:SA

NSIRI社本社ならびにLandscape Architecture社本社, 2006

年8月に実施)｡聞き取り調査はタイ語で行い,英語への逐次通

訳の結果を記録して調査結果とした｡

4.結果

( 1 )分譲住宅団地内緑地設置の法的根拠

都市計画法によれば,タイ王国の都市計画は内務省公共事業･

都市地域計画局管轄の土地利用計画および交通通信施設計画から

LRJ 72 (5), 2009
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e)横劃長屋 f)低層アパート

図-2　分譲住宅団地の例

典型的に見られる分譲住宅団地の全体図,左国中, a)～f)の詳細を個別に写真で示すo左園内,タイ語での地図表記に
ついて特に水田と荒地を示した｡

構成されているが,バンコク都内に限ってはバンコク都庁都市計

画局に計画権限が委譲され,バンコク都都市計画マスタープラン

(土地利用計画,交通計画,緑地計画より構成)が策定されてい

る｡土地利用計画では用途地域が定められる｡土地利用規制の実

行手段としては,建築基準法にもとづいた用途地域ごとの容積率･

建蔽率の設定と,内務省土地局管轄の土地の分筆に関する要綱に

よる開発許可制度により担保されていた｡土地の分筆に関する要

綱においては, 1972年,第32条項で,事業者に対し,住民の共

有物としての緑地の設置および維持管理の担当を推奨しており,

面的開発とその内部の緑地に言及した唯一の条項と見なされる｡

そのため,以降は土地の分筆に関する要綱について詳述する｡

1972年当時,同要綱では明確な数値目標や設置物に関わる基

準はなく,設置しない場合の罰則規定は設定されていない｡また,

緑地以外にも分譲住宅団地内の道路など必要最低限のインフラ整

備について言及している｡

1987年,同要綱に附則が公布

され,この附則において,分譲住

宅団地内に,団地内住民の共用を

目的とした緑地の設置を義務付け

た｡団地内緑地の面積は開発総面

積の5%以上とされた｡同条項は,

団地内緑地について,団地内住民

の共用,具体的には運動場などと

しての利用を設置日的とし,この

目的に合致した適正な形態として

整備することを規定している｡ま

た,団地内緑地は1ヶ所あたりの

面積を1600m2 (タイの面積単位

で1raiに相当)未満に細分化し

ての設置を認めていない｡要綱で

ランドスケープ研究72(5), 2009

は,事業者に対し,分譲住宅団地開発の際に内務省管轄の土地局

および当該区役所への事業計画書の提出を義務付けている｡事業

者は事業計画内容の審査を受け,開発許可を得て事業に着手する

ことが求められている｡聞き取り調査の結果,この要綱は内務省

土地局が管轄しているが,実行に関わる手続自体は事業地の当該

区役所に裁量を委ねており,内務省土地局では現場の運用実態ま

では把握していないことが分かった｡一方,バンコク都都市計画

マスタープランにおいては,分譲住宅団地内の緑地の設置･管理

に関する規定は存在しないことがわかった｡

(2 )団地開発および団地内緑地の供用実態

( i )団地開発件数と開発面積の変遷

サイマイ区における分譲住宅団地分布変遷を図- 3として示す｡

サイマイ区では1960年代から分譲住宅団地開発が始まり, 70年

代までは,バンコク中心地への距離が近い区南西部のパホンヨティ

表- 1　年代別分譲住宅団地開発と団地内緑地の変遷

年代 處�&��ﾙ'Ytﾉk2�総開発面積 兌ﾘｼ�ｩ���平均緑地面積 兌ﾘｼ��&��
(有/開発件数) 宙uH7ﾂ��(m2) 中ﾓ"��面積率(%) 

～1967 陪ﾂ�846839.5 塔Cc�3偵R�1742.4 ���#��

～1979 �2��832806.5 �#��#��綯�5473.5 �"經��

～1987 ��b�#"�3145873.5 ���cS�2繧�1811.7 �"��2�

-1995 �#2�#��2294601.7 都��#B�"�2011.6 ��繝b�

～1998 �#2�#R�1306804.9 鉄##s"���2295.5 釘����

合計.平均 田B���8426926.0 �#c�S���"�2667.0 �"��b�
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ン52通りを中心に開発がなされている｡ 1980年代になると開発

は区北部のスカピバン5号通り沿いに進行し, 90年代には区中

心部のワットコ一通り,スカピバン3号通り,スカピバン5号

11kn通り沿いの地区への分譲住宅団地建設がみられる.サイマ

イ区における1960から近年までの開発を整理した結果(義- 1),

同区の分譲住宅団地の新規開発件数は, 1967, 79, 87, 95, 98

年時点で,それぞれ1, 4, 22, 29, 25件であり, 87年以降に

急増していることがわかった｡

分譲住宅団地の平均面積は, 1967年は1件のみの開発で

846839.5m2, 79年までは4件の開発で平均面積は208201.6m2と

小型化している｡以降, 1998年時点での新規開発団地の平均面

横は52272.1nfである.特に1967, 79年の時点で建設されてい

た団地の開発面横が大型であり,建設年代が新しいものほど1件

あたりの開発面積が小さくなる傾向がうかがえた｡一方,開発件

数は増加傾向にある｡サイマイ区における分譲住宅団地開発の総

面積は1979-87年にピークを迎えている｡

各々の分譲住宅団地内に存在する家屋形態の構成(図- 4)に

ついては, 1979年までの開発件数が著しく少なかった点ならび

に87年に本研究で特に注目した土地の分筆に関する要綱による

団地内緑地の設置が義務付けられたことを考慮して, 87年まで

を一括して開発初期, 95年以前, 98年以前の3時期にまとめて

整理した｡その結果,サイマイ区における分譲住宅団地開発初期

には庭なし一戸建てを主体とする分譲住宅団地が多かったが,そ

の後,株制長屋や低層アパートが増えていることがわかった(図-

4)0

(ii)団地内緑地面横の変遷

土地の分筆に関する要綱附則が公布された1987年以前をまと

め, 95年および98年時点の3時期で,新規開発された分譲住宅

団地における団地内緑地の有無とその面積を集計した｡

81件の分譲住宅団地のうち,団地内緑地を設置している分譲

6
口～1967年　-区　境界

E ～197時

匿～1987年

匿～1995年

li　～1998年

パホンヨティ
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0　　　1　　2 (bn)

住宅団地は64件だった｡分譲住宅団地内緑地の平均面積は2667

rd,各団地面横に占める割合の平均は2.16% (義-1)で,団

地内緑地を設置する割合は増加しているものの1995-98年の間

に建設された分譲住宅団地であっても団地内緑地を設置していな

い団地が2件存在することがわかった｡ 3時期ごとに団地面穂に

対する団地内緑地面積率の平均値を算出すると,増加傾向はみら

れたものの, 1995-98年建設の分譲住宅団地でも4.10%と,設置

基準値である5%より低い(表-1)｡また,土地の分筆に関す

る要綱では,団地内緑地1ヶ所あたりの面横を1600m2未満に細

分化することを認めていないが,これを満たすのは24の分譲住

宅団地である｡ 1987年の土地の分筆に関する要綱附則の公布後

に建設された分譲住宅団地54件のうち, 5%基準を満たしてい

たのは9件のみであった(図-5)0

以上より,開発された分譲住宅団地の団地内緑地の設置数と割

合はともに増加しているが,基準値である面接率5%に達する緑

地は数少ないことが判明した｡また,分譲住宅団地に見られる4

種類の家屋形態の構成と団地内緑地の平均面積率を比較した結果,

庭付き一戸建てを含む団地で2.28%,庭なし一戸建てを含む団

地で2.68%,棟割長屋を含む団地で3.25%,低層アパートを含

む団地で3.64%となった｡さらに,現地デベロッパーへの聞き

取り調査からは,分譲住宅団地の家屋形態,配分,団地内緑地や

通路のデザインは,各社が独自の市場調査にもとづき,各社のデ

ザイン部門あるいは下請のデザイン事務所に実施設計を担当させ

ており,団地内緑地の実質的な設置やそのデザインについて行政

サイドからの公的コントロールがないという知見を得たo逆に,

行政担当官への聞き取り調査によっても,団地内緑地の設置要綱

遵守に関わる民間開発への介入はしていないことを確認した｡

5.考察

バンコク都では,土地の分筆に関する要綱を根拠として,団地

スカピバン5号11km通り

質- 3　サイマイ区における分譲住宅団地開発の変遷
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～1987 *　　　　　～1995 *　　　　　　～1998 *

n-27　　　　　　　　　　n-29　　　　　　　　　　n±25

日一戸建てのみ　　　　　　　　匂一戸建て+棟割長屋

E3一戸建て+棟割長屋+アパート窃庭付き一声建てのみ
に庭付き一戸建て十枚割長屋　　Eg棟割長屋のみ
匹棟割長屋+アパート

図- 4　開発された分譲住宅団地における家屋の形態別構成

辛.′妄nL･T.+√∴.･Y.･

団地内緑地面積率(鶴)
■●

♂

緑地面積率(要綱による基準値) 5%

▼　　　　　　㌦
~､~ ､~ '~‥‥､r =-ど--'ニ･11-TL -‥

義 1600m2を越える団地内緑地

0 1600mRを未満の団地内緑地

面積率にあわせて並べ替えた団地内緑地分布

図- 5 1987年以降閲の分譲住宅団地における緑地面積率

開発時に入居住民の共用を目的とした団地内緑地の設置が義務付

けられており,その基準は最低面積1600Ⅱf,団地絵面積比5%

が設定されていた｡

内務省が住宅団地内緑地の設置を義務付けた1987年以降,団

地内緑地の設置件数は増加していることから,住宅供給に連動し

た緑地整備の増進については上述の要綱ならびにその附則が一定

の効果を発揮してきたと評価できる｡

しかし,団地内緑地の面積率算出の結果からは, 1987年以降

に建設された分譲住宅団地は平均面鏡率が基準値(5 %)を満た

していなかった｡また,各々の団地内緑地面積の分布も基準値周

辺に集中すらしていなかった(図-5)｡住宅団地分譲後に現地

における経年変化の中,当初設置された団地内緑地が建蔽された

ということも考えられたが,現地踏査ではそのような事例は観察

されなかった｡これらのことを考え合わせると,バンコク都サイ

マイ区における団地内緑地は,設置義務は遵守されているものの,

その面積基準についての実現は程遠い実態にあると結論付けられ

る｡本研究が示すこの結果は,既往研究などが指摘してきた次の

各点, a)タイ王国での住宅供給が民間主導であるこど3)･ 24)と,

b)計画制度が適正に運用されていないといった当該国における

都市計画の課題25'･26)の因果関係を浮き彫りにしたものであるo

すなわち,内務省土地局は土地の分筆に関する要綱が実際に適正

に運用されているか否かまでは監督しておらず,デベロッパーは

住宅団地のデザインや施工プロセスにおいて団地内緑地の設置量
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の基準を遵守することについて何らの拘束を受けていないことを

明示している｡今後,団地内緑地の設置遵守に関するより厳格な

規定やきめ細かな行政指導,あるいは基準値以上の良好な団地内

緑地を整備した事例に対する地権者やデベロッパーなどへのイン

センティブ措置の導入などの検討が待たれる｡

団地内緑地の設置件数や緑地面積･面積率が増加している

1990年代において,分譲住宅団地の開発件数の顕著な増加と分

譲住宅団地1件ごとの開発面積の小規模化に注目しつつ,家屋形

態の変遷をみてみると,サイマイ区の住宅団地開発は,庭なし一

戸建てから,分譲戸数をより多く提供する棟割長屋や低層アパー

トを有するものへの移行傾向がみられ(図-4),分譲価格も比

較的低いと思われる住宅が増えていた｡分譲住宅団地内の家屋形

態と団地内緑地の相関は,棟割長屋がある団地ではいずれの開発

時期でも団地内緑地の面積率が高く,逆に,比較的高所得者を購

買層とする庭付き一戸建てを主体とする団地が多く建設された年

代では,団地内緑地の面積率は低くなる傾向がうかがえた｡これ

は,各入居世帯が個別に専有庭を持たない家屋形態(棟割長屋,

アパートなど)を主体とした住宅団地開発では,団地内緑地の充

実が購買者にとっての付加価値となる傾向が強いために,緑地面

軽率が上るという結果を生んでいるためではないかと考えられる｡

渡辺(1991)は開発面積あたりの絵家屋数(供給ユニット数)は
一戸建てが多いほど少なく広々としたつくりになる傾向があると

している14)｡しかしながら,居住環境が良好であるか否かは,住

宅団地全体が広々としたつくりであることのみで量られるのでは

なく,本研究が指摘している低価格帯の分譲住宅比率が高まるこ

とが団地内緑地の面積率を上げていることなどを踏まえて,居住

者に供用された緑地の量･質や,都市計画マスタープランへの貢

献度の面などからも評価されるべきである｡

以上,バンコク都郊外地域の-典型例であるサイマイ区では,

公共空間としての都市公園がない27) (図- 1)が,土地の分筆に

関する要綱を根拠として,優占的な開発形態である分譲住宅団地

内に,居住者の共用を目的とした緑地(団地内緑地)がデベロッ

パーにより整備されていることが確認された｡しかしながら,こ

うした団地内の緑地は,団地の空間的･社会構造的な排他性から

居住者以外の市民は利用することができず,その公益性は現状で

は限定的な度合いが強いといわざるを得ない｡

バンコク都都市計画マスタ-プランにおける現行の緑地計画で

は,土地利用が高度化している都心部において,大規模公園に代

わる新しい形態の緑地,例えば小規模な街区公園などの創出が検

討されているものの,戸建て個人住宅の庭や分譲住宅団地の団地

内緑地を都市公園のような公的な緑地に関連付けて活用する仕組

みは未構築であることが指摘されている28)｡将来的には,大規模

分譲住宅団地の優占地域においては団地内緑地の整備にインセン

ティブを墳極的に付与することでその質量的増幅を目指し,緑地

整備の公的資金は公的な緑地に乏しい小規模開発の住宅団地が立

地する地域や,団地開発型ではない密集住宅地域における小公園

の整備,商業拠点地区における大規模公園整備に集中的に投下す

るなど,連携的で柔軟な緑地計画を策定することが不可欠である｡

また,それぞれの緑地の開放度合を考慮した緑地整備･運営手法

の創出も求められよう｡そのためには今後も,本研究のような実

証研究の蓄積や特性の異なる緑地を関連付ける包括的な視野の計

画論的研究が必要である｡

6.今後の課題

団地内緑地については,家屋形態や居住環境の密度,居住者の

属性と緑地に対する志向性の相関などを解明し,団地内緑地のよ

り具体的な数倍目標およびデザインを提示していくことを目指す｡

その一方で,団地内住民と周辺の旧来居住者である農業従事者と
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の間に交流がなく都市緑地と農地が空間的にも社会的にも分断し

ている状況についても実態調査を進め,緑地としての農地の機能

評価や計画論的位置付けを考究していく｡
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